
JP 2013-201211 A5 2015.4.2

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成27年4月2日(2015.4.2)

【公開番号】特開2013-201211(P2013-201211A)
【公開日】平成25年10月3日(2013.10.3)
【年通号数】公開・登録公報2013-054
【出願番号】特願2012-67662(P2012-67662)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/365    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６２６Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   21/365    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成27年2月13日(2015.2.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　ソース電極１３、ドレイン電極１４およびゲート電極１６を構成する材料としては、例
えば、白金（Ｐｔ）、金（Ａｕ）、パラジウム（Ｐｄ）、クロム（Ｃｒ）、モリブデン（
Ｍｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、アルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａｇ）、タンタル（Ｔａ）、タ
ングステン（Ｗ）、銅（Ｃｕ）、チタン（Ｔｉ）、インジウム（Ｉｎ）、錫（Ｓｎ）など
の金属、これらの金属を含む各種の合金、不純物がドープされた多結晶シリコンなどの各
種の導電性物質が挙げられる。ソース電極１３およびドレイン電極１４を構成する材料と
しては、従来公知の導電性金属酸化物を用いてもよい。この導電性金属酸化物は、具体的
には、例えば、ＩＴＯ、酸化スズ（ＳｎＯ2）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）などである。ソース
電極１３、ドレイン電極１４およびゲート電極１６は、これらの物質からなる二種以上の
層の積層構造とすることもできる。チャネル長方向のゲート電極１６の幅（ゲート長）や
ソース電極１３とドレイン電極１４との間の距離（図２に示すチャネル長Ｌ）は、この薄
膜トランジスタに要求される特性などに応じて適宜選ばれる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　次に、チャネル層１２の全面にゲート絶縁膜１５を形成する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
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　次に、ゲート絶縁膜１５の全面にパッシベーション膜１７を形成する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　ＰＬＤ法により成膜したＩｎ2 Ｏ3 膜の酸素圧力による結晶化の程度の変化を調べた。
すなわち、図４に示すように、ｃ面サファイア基板２１上に、雰囲気中の酸素圧力を２Ｐ
ａ、８Ｐａ、１２Ｐａ、１６Ｐａの４水準に変化させてＰＬＤ装置により室温において厚
さ４００ｎｍのＩｎ2 Ｏ3 膜２２を成膜し、このＩｎ2 Ｏ3 膜２２の結晶化の程度をＸ線
回折により調べた。その結果を図５に示す。図５の横軸は回折角２θ、縦軸は強度である
。ここで、Ｉｎ2 Ｏ3 膜２２を成膜する基板としてｃ面サファイア基板２１を用いた理由
は、単結晶基板であるｃ面サファイア基板２１のシャープなピーク（図５に示すＳａｐ（
００６））を基準とすることにより、Ｘ線回折測定のアライメント精度の向上を図り、Ｉ
ｎ2 Ｏ3 膜２２の結晶化状態を詳細に調べるためである。図５より、酸素圧力が８Ｐａの
時に、Ｉｎ2 Ｏ3 膜２２の（２２２）面によるピークの半値幅が最も狭くなること、言い
換えるとＩｎ2 Ｏ3 膜３２の結晶化が最も進んでいることが分かった。これが、Ｉｎ2 Ｏ

3 膜の成膜時の雰囲気の酸素圧力を８Ｐａとした理由である。
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